
2011年 8月 25日 

三郷市長 木津 雅晟 様 

環境経済部長 関口 晴久 様 

クリーンライフ課長 関根 保 様 

汚染土壌の処分に関する要望書 

 

放射能から子ども達を守ろう みさと （SCR Misato） 

 

日頃より、市民の安心安全な暮らしのためにご配慮いただき、感謝申し上げます。 

東日本大震災および福島第一原発事故により、大量の放射性物質が放出され、三郷市にも蓄積している

ことが徐々にわかってきました。 

6 月 19 日には、私達「放射能から子ども達を守ろう みさと」が神戸大学大学院 山内知也教授の協力

により市内の汚染調査を行い、幸房小学校の正門付近の土から 13812Bq/㎏の汚染を確認しました。 

県が 7月 7日より行った 116 か所の測定によると、三郷市は県内で最も高い値を記録しています。 

また、8月 8 日には、「放射能防御プロジェクト」により、首都圏 150 ヶ所の放射能土壌調査の結果、三

郷市早稲田の植え込みの土から 14140Bq/㎏のセシウムが検出されたとの発表がありました。市内にこの

ような汚染土壌があちこちに存在している可能性は十分にあり、もしくは、さらに高濃度に蓄積・濃縮

している場所もあると考えられます。 

特に子ども達の生活環境から、そのような汚染土壌を取り除きたいと思い、７月５日に市に要望書を提

出しました。 

私達の要望「除去した土や雑草等を処分する方法を示すこと。」に対し、市からの回答は次の通りでし

た。 

「除去した土や雑草等の処分については、場所や方法について課題が大きく、三郷市単独での処分は困

難です。市では、6 月 3 日に近隣 5 市 1 町各首長連名で県に対して『大気中の放射線量並びに土壌中の

放射性物質に関する国の基準に基づいた評価を公表し、市民、町民の不安を解消すること。』を要望し

ております。（担当：クリーンライフ課）」 

 

それを受け、私達は本日、県へも要望を行いましたが、改めて市に対しても、以下のことを要望します。 

 

除去した汚染土壌や雑草などの処分先を、国や県が示すまでの間、市で確保し一時保管してほしい。

市民の清掃活動により高濃度の放射性物質を含む汚泥などが出た場合は、市が引き取り保管してほ

しい。 

 

以上。 

 

 

放射能から子ども達を守ろう みさと（SCR Misato） 

代表 名取 知衣子 

048-957-5688／090-9132-6111 

scr-misato@chiekovsky.com 

http://www.infopara.com/ 



 

参考： 

 

雑草、汚染土壌の処分について 

 

① 三郷市のホームページより（7月 27日付で以下の文が掲載されています。） 

せん定枝・刈り草の搬出抑制のお願い 

このたび東埼玉資源環境組合から放射性物質の測定結果が示され、７月２５日（月）から堆肥化施設へのせん定枝・

刈り草の受入を中止しています。 

 また、ごみ焼却施設である同組合第一工場への影響を未然に防ぐため、ごみ集積所へのせん定枝・刈り草の搬出

を極力控えていただきますようお願いします。 

                                            問い合わせ：クリーンライフ課 内線２２４３ 

 

② ＮＨＫオンラインニュースより 

 

河川敷の雑草からセシウム 

埼玉県越谷市にあるごみ処理施設で、周辺の河川敷で刈り取った雑草から国の目安のおよそ４０倍にあたる放射性セ

シウムが検出され、施設は急きょこれらの雑草を保管して対応を検討しています。 

越谷市など埼玉県東部の５市１町のごみ処理などにあたっている東埼玉資源環境組合は、東京電力福島第一原子力発

電所の事故のあと、周辺の河川敷で刈り取られ、ごみ処理施設に持ち込まれた雑草に放射性物質が含まれているかど

うかを調べました。 

その結果、三郷市の江戸川の河川敷の雑草から、国の目安のおよそ４０倍にあたる１キログラムあたり８２４０ベク

レルの放射性セシウムが検出されたということです。組合は雑草などを堆肥にして市民などに販売していますが、放

射性セシウムを含んだ雑草は堆肥にはせずに施設に保管し、関係する自治体で対応を協議することにしています。 

また、今後、販売予定の堆肥に使う雑草については放射性物質の測定を行うとともに、当面、河川敷などから刈り取

った雑草の受け入れを停止することにしています。組合によりますとこれまでに販売した堆肥はいずれも原発事故の

前に集めた雑草を原料にしているため問題はないとしています。 

07月20日 11時57分 

 

 

③ ８月４日の要望書の回答の場にて                                  

毎日新聞(8月5日付） 

 

（幸房小の正門付近の13812Bq/㎏の土について）田中富雄・企画総務部長は「問題の土は撤去し、市一般廃棄物最終

処分場で保管済み。…」と説明。 

 

        

市民は、清掃活動などで出た高濃度に汚染された土や雑草を、ごみ処理施設への搬入を控えるよう

に言われているため、身の回りに置いておかざるを得ない。これは大変危険なことであると言える。 

代わりに市で一時的に場所を確保し保管してほしい。 

 


